
地上デジタル放送普及対策検討会会則 

 

 

 （名称） 

第１条 本会は地上デジタル放送普及対策検討会（以下「検討会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 検討会は、情報格差を拡大することなく、円滑に地上デジタル放送への完全移行を達成するため、

難視聴地域が多く存在している都道府県が、連携して諸課題について対策の検討や関係機関への働きかけ

を行うことを目的とする。なお、これらを効果的に推進するため、情報化に関する知事レベルの会議等と

地上デジタル推進全国会議との適切な連携を図るものとする。 

 

（事業内容） 

第３条 検討会は、次の各号に掲げる事項について協議、検討する。 

（１）地上デジタル放送の中継局の整備拡充等に関すること。 

（２）地上デジタル放送の受信格差解消に関すること。 

（３）地上デジタル放送に関する住民への啓発・広報に関すること。 

（４）その他、検討会の目的を達成するために必要と思われる事項に関すること。 

２ 検討会は、地上デジタル放送を推進する全国的な組織との連携や情報化に関する知事レベルの組織への

提言等を行う。 

 

 （構成及び役員） 

第４条 検討会は趣旨に賛同する都道府県の地上デジタル放送担当課室長等で構成する。 

２ 検討会に会長１名、副会長２名をおく。 

３ 会長は検討会を総括する。会長は会員の互選による。 

４ 副会長は会長を補佐する。副会長は会員の互選による。 

 

 （会議の開催） 

第５条 検討会は、会長が召集し、会長は議長となる。 

２ 検討会は、会長が必要と認めたとき及び関係都道府県の要請があったとき開催する。 

 

 （幹事会） 

第６条 検討会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、検討会の議題の調整、提案等を行う。 

 

 （幹事会の構成） 

第７条 幹事会の構成は、各号に掲げるとおりとする。 

（１）代表幹事    1名 

（２）副代表幹事   ２名 

（３）幹事      若干名 

２ 代表幹事は、検討会の会長がこれを兼任する。 

３ 副代表幹事は、検討会の副会長がこれを兼任する。 

４ 幹事は会員の互選による。 

 

（会員以外の出席） 

第８条 会議には会員のほか、必要に応じて、国、放送事業者、会員以外の地方公共団体などの関係者及び

有識者の会議への出席を求めることができる。 



  

 （事務局） 

第９条 検討会に事務局をおく。 

２ 事務局は、会議の開催に関する事務等を処理する。 

３ 事務局は、会長県の地上デジタル放送担当主管課内に置く。 

 

（設置期間） 

第１０条 検討会の設置期間は平成２６年３月末までとする。ただし、検討会において期間の延長を決定し

た場合はこの限りでない。 

  

（その他） 

第１１条 この会則に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項はその都度協議して定める。 

 

 附 則 

１ この会則は、平成１７年２月３日から施行する。 

 

 附 則 

１ この会則は、平成１９年２月２日から施行する。 

 

附 則 

１ この会則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この会則は、平成２１年２月１３日から施行する。 

 

附 則 

１ この会則は、平成２２年３月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この会則は、平成２４年３月７日から施行する。 

 

附 則 

１ この会則は、平成２５年３月１１日から施行する。 

 


